
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

日
刊
（
行
政
機
関
の
休
日
休
刊
）

〇

〇

編 集・印 刷
独立行政法人国立印刷局

目

次

令和年月日 金曜日 第号官 報

〔
省

令
〕

〇
日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を

図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
認
定
日
本

語
教
育
機
関
認
定
基
準
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
文
部
科
学
一
八
）

〇
ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
経
済
産
業
三
五
）

〇
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
国
土
交
通
五
五
）

〔
告

示
〕

〇
天
皇
皇
后
両
陛
下
は
第
七
十
四
回
全
国
植

樹
祭
に
御
臨
場
に
な
る
件
（
宮
内
庁
四
）

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

四
国
地
方
整
備
局
公
示（
四
国
地
方
整
備
局
）

通

運

海
事
補
佐
人
の
登
録
、
登
録
抹
消

（
海
難
審
判
所
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

官
庁適

格
機
関
投
資
家
等
特
例
業
務
届
出
者
に

対
す
る
処
分
、
証
票
無
効
関
係

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、
特
別

清
算
、
再
生
、
所
有
者
不
明
関
係

会
社
そ
の
他

〇
棚
田
地
域
振
興
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
同
項
に
規
定
す
る
指
定
棚
田

地
域
を
指
定
す
る
件

（
総
務
・
文
部
科
学
・
農
林
水
産
・
国
土

交
通
・
環
境
一
）

〇
令
和
元
年
七
月
二
十
一
日
執
行
の
参
議
院

比
例
代
表
選
出
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
参

議
院
名
簿
届
出
政
党
等
に
係
る
欠
員
に
よ

る
繰
上
補
充
に
よ
る
当
選
人
の
住
所
及
び

氏
名
に
関
す
る
件

（
中
央
選
挙
管
理
会
一
一
）

〇
国
債
証
券
買
入
銷
却
法
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
国
債
の
買
入
消
却
に
関
す
る
件

（
財
務
一
二
〇
）

〇
公
職
選
挙
法
第
九
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
国
庫
に
帰
属
し
た
国
債
の
買
入
消
却
に

関
す
る
件
（
同
一
二
一
）

〇
高
速
自
動
車
国
道
に
関
す
る
件

（
国
土
交
通
三
七
九
、
三
八
〇
）

〇
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
等

拠
点
港
湾
を
指
定
し
た
件
（
同
三
八
一
）

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
同
三
八
二
、
三
八
三
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
と
と

も
に
、
直
轄
砂
防
工
事
を
施
行
す
る
件

（
同
三
八
四
）

〇
砂
防
法
第
二
条
の
土
地
を
指
定
す
る
件

（
同
三
八
五
〜
三
九
〇
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
東
北
地
方
整
備
局
五
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
四
国
地
方
整
備
局
三
三
、
三
四
）

〔
国
会
事
項
〕

〔
人
事
異
動
〕

内
閣

法
務
省

公
安
調
査
庁

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

〔
皇
室
事
項
〕





省

令

ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
七
章

﹇
略
﹈

第
一
章
〜
第
七
章

﹇
略
﹈

第
八
章

雑
則
（
第
六
十
四
条
）

﹇
新
設
﹈

附
則

附
則

第
八
章

雑
則

﹇
新
設
﹈

（
ガ
ス
工
作
物
に
係
る
保
安
に
支
障
の
お
そ
れ
が

な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
の
特
例
）

第
六
十
四
条

経
済
産
業
大
臣
が
ガ
ス
事
業
者
に
よ

る
保
安
の
確
保
の
方
法
が
そ
の
ガ
ス
工
作
物
に
係

る
保
安
に
支
障
の
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
と

認
め
る
場
合
に
お
け
る
当
該
ガ
ス
工
作
物
が
適
合

す
る
よ
う
維
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
技
術
上
の

基
準
は
、
第
十
七
条
、
第
二
十
二
条
、
第
三
十
五

条
第
一
項
、
第
三
十
八
条
、
第
四
十
六
条
、
第
五

十
二
条
、
第
五
十
四
条
及
び
五
十
五
条
の
規
定
に

﹇
新
設
﹈

備
考

表
中
の
﹇

﹈
は
注
記
で
あ
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
の
翌
日
か
ら
施
行
す
る
。

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
認
め
た
も
の
を
も
っ
て
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
基
準
に
代
え
る
も
の
と

す
る
。

改

正

後

改

正

前

（
法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
性
状
又
は
種
類
の
油
）

（
法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

め
る
性
状
又
は
種
類
の
油
）

第
八
条
の
十
三

法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
性
状
又
は
種
類
の
油
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
油
（
令
別
表
第
一
の
五
に
掲
げ
る

北
極
海
域
を
航
行
す
る
船
舶
に
あ
つ
て
は
、
第
二

号
に
掲
げ
る
油
（
燃
料
油
と
し
て
積
載
さ
れ
た
も

の
に
限
る
。））
と
す
る
。

第
八
条
の
十
三

法
第
五
条
の
三
第
三
項
の
国
土
交

通
省
令
で
定
め
る
性
状
又
は
種
類
の
油
は
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
油
と
す
る
。

一
〜
四

（
略
）

一

摂
氏
十
五
度
に
お
け
る
密
度
が
九
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
原
油

二

摂
氏
十
五
度
に
お
け
る
密
度
が
九
百
キ
ロ
グ

ラ
ム
毎
立
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
又
は
摂
氏
五

十
度
に
お
け
る
動
粘
度
が
百
八
十
平
方
ミ
リ

メ
ー
ト
ル
毎
秒
を
超
え
る
原
油
以
外
の
油

三

歴
青
油
又
は
そ
の
乳
化
物

四

タ
ー
ル
又
は
そ
の
乳
化
物

（
船
舶
発
生
廃
棄
物
記
録
簿
を
備
え
付
け
る
べ
き

船
舶
）

（
船
舶
発
生
廃
棄
物
記
録
簿
を
備
え
付
け
る
べ
き

船
舶
）

第
十
二
条
の
三
の
五

法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
百
ト

ン
以
上
の
船
舶
及
び
最
大
搭
載
人
員
十
五
人
以
上

の
船
舶
（
海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱
物
資
源

の
掘
採
に
従
事
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。）と
す

る
。

第
十
二
条
の
三
の
五

法
第
十
条
の
四
第
一
項
の
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
船
舶
は
、
総
ト
ン
数
四
百

ト
ン
以
上
の
船
舶
及
び
最
大
搭
載
人
員
十
五
人
以

上
の
船
舶
（
海
底
及
び
そ
の
下
に
お
け
る
鉱
物
資

源
の
掘
採
に
従
事
し
て
い
る
も
の
を
除
く
。）と
す

る
。

令和年月日 金曜日 第号官 報

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
運
輸
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に

掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

〇
文
部
科
学
省
令
第
十
八
号

日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法

律
第
四
十
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る

た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
及
び
認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

文
部
科
学
大
臣

盛
山

正
仁

日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

及
び
認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

次
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
中
「
第
六
号
に
規
定
す
る
法
務
大
臣
が
文
部
科
学
大
臣
の
意
見
を
聴
い
て
告
示
を
も
っ
て

定
め
る
日
本
語
教
育
機
関
」
を
「
第
五
号
イ
に
規
定
す
る
告
示
日
本
語
教
育
機
関
」
に
改
め
る
。

一

日
本
語
教
育
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
を
図
る
た
め
の
日
本
語
教
育
機
関
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
令
和
五
年
文
部
科
学
省
令
第
三
十
九
号
）
附
則
第
二
条
第
四
号
並
び
に
第
五
条
第
一
項
及
び
第
三
項

二

認
定
日
本
語
教
育
機
関
認
定
基
準
（
令
和
五
年
文
部
科
学
省
令
第
四
十
号
）
附
則
第
二
条
及
び
第
四
条

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
三
十
五
号

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
、
第
六
十
一
条
第
一
項
（
第
八
十
四
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）及
び
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
ガ
ス
工
作
物
の
技
術
上
の
基

準
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

藤

健

〇
国
土
交
通
省
令
第
五
十
五
号

海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
六
号
）第
五
条
の
三
第
三
項
、

第
十
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
七
条
の
四
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
海
洋
汚
染

等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
四
月
二
十
六
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫





（
外
国
に
お
い
て
搭
載
し
た
燃
料
油
の
燃
料
油
供

給
証
明
書
の
要
件
）

（
外
国
に
お
い
て
搭
載
し
た
燃
料
油
の
燃
料
油
供

給
証
明
書
の
要
件
）

第
十
二
条
の
十
七
の
八

法
第
十
九
条
の
二
十
二
第

一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す

る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い

る
書
面
と
す
る
。

第
十
二
条
の
十
七
の
八

法
第
十
九
条
の
二
十
二
第

一
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要
件
に
適
合
す

る
書
面
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い

る
書
面
と
す
る
。

一

船
名
及
び
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号

一

船
名
及
び
国
際
海
事
機
関
船
舶
識
別
番
号

二

燃
料
油
を
搭
載
し
た
場
所

二

燃
料
油
を
搭
載
し
た
場
所

三

燃
料
油
を
搭
載
し
た
年
月
日

三

燃
料
油
を
搭
載
し
た
年
月
日

四

燃
料
油
供
給
者
の
氏
名
又
は
名
称
、
住
所
及

び
電
話
番
号

（
新
設
）

五

燃
料
油
の
製
品
名

四

燃
料
油
の
製
品
名
、
摂
氏
十
五
度
の
温
度
に

お
け
る
密
度
及
び
硫
黄
分
濃
度

六

燃
料
油
の
搭
載
量

五

燃
料
油
の
搭
載
量

七

燃
料
油
の
摂
氏
十
五
度
に
お
け
る
密
度

（
新
設
）

八

燃
料
油
の
硫
黄
分
濃
度

（
新
設
）

九

燃
料
油
の
引
火
点

（
新
設
）

十

燃
料
油
が
令
第
十
一
条
の
十
又
は
第
十
一
条

の
十
一
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
及
び
そ

の
旨
を
証
す
る
燃
料
油
供
給
者
の
署
名

六

燃
料
油
供
給
者
の
氏
名
及
び
署
名
、
住
所
並

び
に
電
話
番
号

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
条
の
十
三
の
改
正
規
定
は
、
令
和
六
年
七
月

一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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